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１．ＰＴＡとは 

 

PTA（Parent-Teacher Association）は、19世紀末にアメリカの母親達が起こした

教育運動を前身とします。日本に PTAが導入されたのは戦後のことで、以来、子どもた

ちの健やかな成長のために保護者と教師が協力し、互いに学び合う場として今日に受け継

がれています。PTA は、自ら作成する会則に基づき、自主的に運営される社会教育団体

として、学校・家庭・地域の三者の連携を推進する大切な役割を担っています。また、共

通の目的を達成するために各校の PTAが力を合わせ、相互の発展に努めています。 

 

２．南桜塚小学校ＰＴＡ 

 

南桜塚小学校 PTA は、1952 年の本校創立と同時に組織され、以来今日まで、学校や

地域との連携を深め、保護者間のつながりを大切に、活発な活動を続けてきました。 

また豊中市 PTA 連合協議会(連 P)小学校中部ブロックに属する 12校のうちの 1校(単位

PTA)として、連 P に関する各種活動にも携わっています。 

 

３．会則 

  

南桜塚小学校 PTA は次の会則と規程に基づき運営されます。（巻末添付） 

 

 

     「豊中市立南桜塚小学校 PTA 会則」 

      「役員・会計監査委員長及び委員長選出規程」 

      「委員長・委員選出規程」 

      「慶弔規程」 

      「個人情報取扱規程」 

 

 

４．会費 

 

一家庭について、月額一律４００円（会則第５章より） 

 

一家庭について、月額一律４００円をお願いしています。 

毎年度始めに会長より、お願い文書が配付されますので、ご記入の上ご提出いただきま

す。 

所定の金額を学校の諸費と同時に、学校指定銀行口座からの自動振替となります。 

 

５．会員 

 

南桜塚小学校に在籍する児童の保護者及び教職員（会則第 4章より） 

 

 

子どもの入学・卒業により入会・退会するシステムです。 
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６．組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ＊行事お手伝いスタッフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計監査委員会 

委員長 １名 

委員  ２名  

選考委員会 

保護者  ６名 

教職員  ２名 

実行委員 １名 

役  員 

会長  １名 

副会長 ２名 

書記  ２名（保護者・教職員各１名） 

会計  １名 

実 行 委 員 会 

（役員・役員補佐・正副委員長・校長・教頭） 

学級 

委員会  

 

委員長 

１名 

副委員長 

６名 

委員 

各ｸﾗｽ２名 

教養 

委員会  

 

委員長 

１名 

 

 

委員 

７名～ 

 

図書 

委員会  

 

委員長 

１名 

 

 

委員 

各学年２名 

広報 

委員会  

 

委員長 

１名 

 

 

委員 

７名～ 

施設厚生 

委員会  

 

委員長 

１名 

 

 

委員 

７名～ 

オール委員会 

（全委員・実行委員） 

生活指導 

委員会  

 

委員長 

１名 

副委員長 

１名 

委員 

各地区２名 

会  員 

総 会 
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７．会計について 

 

当該年度のPTA会費の使い道は、役員や各委員会で検討し、総会（4月～5月）で予算の承

認を経て決定されます。PTA活動に必要な費用や周年行事積立金、学習補助費、卒業生への

記念品購入等に支出されます。9月に定例監査、翌年3月に決算監査を行い、総会（翌年4月

～5月）で報告され承認を受けます。 

 

＊豊中市PTA安全互助会 

当PTAでは、PTA活動中におこった事故で怪我をした場合に備え、保険制度に加入してい

ます。PTA活動中に怪我をされ、治療費がかかった場合は会計までご連絡ください。 

 

＊各委員会活動による収入 

学級委員会によるベルマーク収入や施設厚生委員会によるアルミ缶回収等の収入は、当該

委員会が主体となって、児童や学校教育に役立つ物品購入を行っています。 

 

８．ＰＴＡ活動の流れ 

 

当該年度の活動は、会則に基づき、総会（4～5 月）の承認を経て、年度ごとに決定され

ます。年間を通じて活動した後、翌年の総会（翌年 4 月～5 月）にて、活動報告を行い、次

年度にバトンタッチします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会（４月～５月） 

 年間行事報告の承認 

 決算の承認 

 役員の承認 

 年間行事予定の承認 

 予算の承認 

各委員会活動 

各活動の企画・実施 

P10～P15 参照 

全体の活動に協力 

   P4 参照 

実行委員会 

会全体の運営に関する総合な

審議 

全体の活動の運営と協力 

PTA 主催の行事 

連 P・関係団体の活動に協力 

総会（翌年４月～５月） 

 年間行事報告の承認 

 決算の承認 

 役員の承認 

 年間行事予定の承認 

 予算の承認 
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９．委員会の活動 

 

各委員会の活動は、会則の趣旨に基づいて、年度毎に決定します。 

長年にわたり継続されてきた活動、新しい発想によるユニークな活動、集まった委員

の特色を活かした活動など、その内容は様々です。 

同時に各委員会は、PTA 主催の行事、連 Pや関係諸団体の活動に参加協力するなど、

運営を支える一つの活動単位としても大切な役割を担っています。 

委員会ごとの活動については P10～P15をご覧ください。 

 

10．全委員会が参加する活動 

 

◇ＰＴＡ主催の行事 

  

各委員会は、様々な活動を企画し、実施しますが、委員会間で協力することにより、より大

きな企画を実施することができます。 

 

【活動例】 みなさくカーニバル 

   児童を対象としたお楽しみ会。委員会ごとにゲームやものづくりや催しのコーナーを

企画し担当します。 

 

◇豊中市 PTA 連合協議会の活動に参加協力 

  

南桜塚小学校 PTA は、豊中市 PTA 連合協議会（連 P）小学校中部ブロック 12 校の

うちの 1 校として、連 P に関する各種活動に携わっています。毎年持ち回りで 12 校の

内１校が中部ブロック研究大会やスポーツ大会を担当することになっており、他の 11

校もこうした活動に参加協力します。豊中市 PTA 研究大会は、豊中市の幼稚園・小学

校・中学校 68 校の各 PTA が参加する行事です。また、連 P には各種委員会があり、

各校より、会議や講演会や研修会等に参加しています。 

 

◇関係団体の活動に参加協力 

  

南桜塚小学校 PTA は校区内の様々な関係団体と連携を保ち、各団体主催の行事に協

力しています。南桜塚校区地域連絡協議会、南桜塚校区福祉委員会、豊中市人権教育推

進委員協議会、南桜塚公民分館、三中校区青少年健全育成会、南桜塚校区スポーツ振興

会、三中校区すこやかネット（地域教育協議会）の各団体の協力要請により、PTA で対

応しています。特に毎年 7 月に行われる南桜塚公民分館主催の夏祭りには、PTA 全体

で出し物を企画、実施しています。 

 

【色々な行事】 

南桜塚公民分館・・・・・・・・・・・・夏祭り  体育祭  文化祭 

南桜塚校区福祉委員会・・・・・・・・・敬老の日の集い  公園清掃奉仕    

もちつき大会  献血 

豊中市人権教育推進委員協議会・・・・・研修会  市民の集い 

三中校区青少年健全育成会・・・・・・・講演会  市民の集い 

南桜塚校区スポーツ振興会・・・・・・・スポーツ教室   

三中校区すこやかネット・・・・・・・・すこやかフェスタ 講演会 
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11．役員・委員長・委員の選出方法 

 

会員と時代のニーズ、そして円滑に運営できる組織づくりの 2 点を視野に平成 13 年度

より検討を重ねてきた結果、平成 15 年度より下記の方法で選出を行うことが決まりまし

た。会員一人一人の参加意欲を尊重し、誰もが等しく活動に参加できるシステムとなって

います。 

 

◇役員・会計監査委員長及び委員長（生活指導副委員長を含む）の選出（会則第 9 章より） 

 

次年度の役員等選出のため、毎年２学期中に選考委員会を発足させます。これに先立ち、

投票により各クラスから２名の学級代表を選出し、その学級代表が集まって、選考委員会

に入る６名を決定します。（各学年から１名）この６名に実行委員の代表 1 名（互選）と

教職員の代表 2 名（互選）を加えた計９名が選考委員会のメンバーとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

選考委員会は、役員・会計監査委員長及び委員長（生活指導副委員長を含む）の立候補

を受け付けます。 

立候補があった場合は、選考委員会が選挙管理委員会を兼ねて、選挙もしくは信任投票

を行います。この場合は学級代表が選挙管理委員会の事務作業を手伝います。立候補がな

かった場合は、選考委員会は候補者の選考を行い、総会の承認を経て決定します。 

 

 

役員・会計監査委員長及び委員長（生活指導副委員長を含む）の立候補受付 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

総会で承認 

 

 

役員・会計監査委員長及び委員長（生活指導副委員長を含む）の決定 

 

学級代表 

各クラスより 

２名（投票） 

実行委員より 1 名 

（互選） 

教職員より 2 名 

（互選） 

選考委員を決めるため

の学級代表会議で６名

（各学年から１名）が

決定（互選） 

選考委員会 

（計９名） 

【立候補がある場合】 

 

選挙・信任投票 

 

【立候補がない場合】 

 

選考委員会による選考 
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◇委員の選出 

 

意向調査をもとに 実行委員合議の上、会長の委嘱を経て決定されます。 

生活指導委員は、地区懇談会で話し合いの上、会長の委嘱を経て決定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区懇談会にて選出 

 

 

「ＰＴＡ活動参加意向

調査」を行う 

＊ 調査項目 

在籍年数、ポイントを取得した年度、   

委員名及びお手伝い行事名 

希望委員会名及び行事お手伝い 

（今年度の希望者） 

 

＊ やむを得ない事情のある家庭、一定の 

取得ポイントを超えている家庭は免除を

申請することができる。 

 （就労は免除の対象になりません。） 

調査結果を実行委員会

で集約 
＊ 希望者が定員を超える場合は、 

希望者の中から、在籍年数、取得ポイン

ト数、学年を考慮した優先順位により決

定。 

 

＊ 希望者が定員に満たない場合は、 

在籍年数、取得ポイント数、学年を考慮

した優先順位により決定。 

取得ポイントによる免除申請者も選出

対象となる。 

委員決定 

その他の委員 生活指導委員 
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＜引き受ける目安＞ 

 

平成２６年度よりポイント制（各家庭が児童の在籍中に一定のポイント数で委員及びお

手伝いを引き受ける制度）を採用することになりました｡ 

 

 

在籍年数 回数 

１年～３年 １ポイント以上 

４年～６年 ２ポイント以上 

７年～９年 ３ポイント以上 

１０年以上 ４ポイント以上 

 

 

＜ポイント制の対象と取得ポイント＞  

 

 ポイント制の対象となるのは次の役員と委員会の委員長・副委員長・委員及びお手伝い

スタッフです。 

 

 

会長・副会長・会計・書記・役員補佐 

会計監査委員長・会計監査委員 

教養委員会・図書委員会・広報委員会・施設厚生委員会 

生活指導委員会・学級委員会・選考委員会 

行事お手伝いスタッフ 

 

 

役職・行事のお手伝い 取得ポイント 

各種行事のお手伝い 0.2 ポイント 

委員（会計監査委員長を含む） 1 ポイント 

選考委員長・選考委員 1.５ポイント 

正副委員長・役員補佐 ２ポイント 

役員 ４ポイント 
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 ＜ＰＴＡ活動意向調査票＞ 

 

年度始めに全家庭に「ＰＴＡ活動意向調査票」を配付しますので、記入上の注意を参照

された上で、必要事項を記入し、提出してください。未提出の場合は取得ポイントが０ポ

イントと見なされますのでご注意ください。 

 

 

 

 今年度に委員を引き受ける意思がある場合は、希望の委員会を指定してください。 

 

 希望者が定員を超える場合は、希望者内で、在籍年数、取得ポイント、子どもの学年を 

考慮した優先順位に従い（同順位の場合は抽選）委員を決定します。 

 

 定員に満たない委員会がある場合は、在籍年数、取得ポイント、子どもの学年を考慮し

た優先順位に従い委員を決定します。 

 

 ポイントを満たしている家庭は免除希望を出すことができます。ただし、被選出者が 

不足の場合は、選出対象となります。 

 

 委員を引き受けられないやむをえない事情がある場合は、その旨を申し出て、委員候補 

から除外してもらうことができます。 

 

 

 

＜やむをえない事情について＞ 

 

やむをえない事情とは下記のものを指します。ただし、仕事をしているということだけでは、

免除理由にはなりません。 

 やむをえない事情による免除申請者には、会長より確認の連絡をする場合があります。 

 

 

病気加療中である 

妊娠中である 

世話が必要な乳児または要介護の家族がいる 

その他これらと同等の理由がある 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 9 - 

12．委員会の定員について 

 

委員会の定員の目安は次のようになります。（委員長・副委員長も含む）なお、教養・図書・

広報・施設厚生の各委員会の定員は年度初めに、役員と各委員長、及び次年度の役員と委員

長候補が協議をして決定し公示されます。 

 

＜例＞ 

委員会名 定 員 

教養委員会 7 名～ 
４委員会で、計 12名の増員が

できる。内訳は当該年度の実行

委員会において決定する。 

図書委員会 各学年２名 

広報委員会 7 名～ 

施設厚生委員会 7 名～ 

生活指導委員会 各地区 2 名、及び正副 2 名 地区数によって増減 

学級委員会 各クラス 2名、及び正 1 名 クラス数によって増減 

 

 

 

＜参考＞  地区一覧表   -令和 3 年（2021 年）４月１日現在- 

地 区 名 住      所  地 区 名 住      所 

中１Ａ 中桜塚１丁目 15～20 
 

南１D 南桜塚１丁目１、５～11 

中１Ｂ 中桜塚１丁目 21～24 
 

南１EFG 南桜塚１丁目 4、12～28 

中１Ｃ２Ａ 
中桜塚１丁目 11～14                                              

中桜塚２丁目 21～25、30～31 

 
南２・３

AB 

南桜塚２丁目１～６ 

南桜塚３丁目 7～11 
 

中３ＡB 中桜塚３丁目７～1５ 
 

南２ブリリア  南桜塚２丁目 13（ブリリア） 

中４ＡＢ 中桜塚４丁目 7～1５ 
 

南２CD② 南桜塚２丁目７～1２、１４、１５ 

中５Ａ 中桜塚５丁目 15～19 
 

南３A 南桜塚３丁目１～6 

中５ＢＣD 中桜塚５丁目 20～24 
 

南３Ｃ 南桜塚３丁目 12～15 

曽根１ABC 曽根東町１丁目１～12 
 

南４Ａ 南桜塚４丁目１～８ 

南１ABC 南桜塚１丁目 2、3 

 

※児童数によって、変更があります。 

 

 

 

 

13．各委員会活動 
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教養委員会 

 

 

 知りたい・・やってみたい・・行ってみたい・・教養委員会はそんな会員の思いを叶える

委員会です。 

 

 

《活動例》観劇 講演会 講習会 社会見学 スポーツ大会など 

    

自分の勉強や子育てのヒントのため、あるいは日々の生活に彩りを添えるために。趣味の

クラフト作り、観劇や施設見学など、幅広い活動を通して会員間の親睦を図り、また健康の

増進や体力の維持、向上を目的にスポーツ大会などの行事を企画し実施する委員会です。 

 

 

☆過去に行った企画☆ 

・ルピシアティースクール及びランチ 

・「部屋を片付けてスッキリ暮らし美人」 

・ヒロコーヒー教室 

・ラップブレスレット教室 

・「宝塚歌劇」観劇 

・「劇団四季」観劇 

・親子地引網体験 

・エクササイズ＆ドッチビー 

・ソフトバレーボール大会 バレーボール大会 ドッヂボール大会 など 

 

 

〔経験者の声〕 

お仕事をされている方ともメールで連絡を取り合い、活動日を土曜日に開催するなど協力し

合いました。 

 

会員さんの喜ぶ顔を思い浮かべながら企画を考えるのは、とても楽しく自分自身も楽しめる

とても素敵な委員会です。 
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図書委員会 

 

  

 子供と本をつなぐ活動を企画し、実施する委員会です 

 

《活動例》 読み聞かせ 図書便り発行  

 

図書委員会は、《子どもと本をつなぐ活動》として、読み手ボランティアのみなさんと月に

１度、朝の読書の時間に絵本を届ける「お話タイム」を実施しています。お話タイムで読んだ

本は、お話タイム通信で保護者の皆さんにもお知らせしています。 

 

【読み聞かせ】 

 毎月「お話タイム」を全学年に届けるため、読み手ボランティアの皆さんと一緒にその準

備をしたり、学校側との調整をしたりしています。具体的には、絵本選び、読み合わせ練習

の記録等をし、各クラスの先生方へその内容をお伝えしています。 

【図書便り発行】 

 お話タイム通信を発行し、読み聞かせの様子を保護者の皆様にお知らせしています。お薦

めの本などの紹介もしています。 

【その他】 

図書環境充実のために、年度末に学校図書館の本の修繕をしています。 

 

☆活動は水曜日午前中のみです。 

☆基本的に未就学児の同伴はご遠慮いただいております。 

 

♪子どもたちが楽しみにしている「お話タイム」のお手伝いをしてみませんか？ 

 子どもが絵本を楽しんでいる様子も感じられ、また、たくさんの絵本に出会えます！ 

 皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 

〔経験者の声〕 

本が好きということで、図書委員をさせていただきました。私自身も読み聞かせに参加し、

子ども達の輝く瞳、たくさんのボランティアさん、たくさんの本との出会いがあり、少々忙

しい時もありましたが、充実した１年でした。 

 

読み聞かせでは、毎回子ども達が楽しみに待っていてくれ、励みになりました。 
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広報委員会 

 

 

 

 会員及び地域社会に対する広報活動を企画し、実施する委員会です 
 

 

《活動例》 PTA 新聞「発芽」の作成・発行 

 

学校で行われたこと、子どもたちや保護者が考えていること等を広く会員や地域社会に伝え

ていくことを目的に、PTA 新聞を発行する委員会です。 

インターネット等、電子メディアの普及を背景に、今後様々な形の広報活動が考えられるこ

とから、平成 15 年度より委員会の名称を従来の「新聞委員会」から「広報委員会」に変更

しました。 

 

【「発芽」ができるまで】 

① テーマの決定 

    発行の時期、学校や子どもたちの様子、会員のニーズなど様々な角度から、テーマを

決定します。 

過去の例をあげると…年３回の発行で、 

・１号は「学校や先生の紹介」 

・２号は「運動会特集」「各学年行事紹介」など年度ごとに多彩なテーマ  

・３号は「卒業生特集」 

② アンケートや取材・原稿の作成 

    子どもたちや保護者の声を紙面に生かし、身近な内容となるようにアンケートを実施

し、取材や写真撮影を行い、原稿を作成します。幅広い情報の伝達を目指します。 

③ レイアウト 

多くの人に読んで頂けるように、読みやすい紙面を心掛けて、写真やイラストを交

えてレイアウトを行います。版下を作る作業では、パソコンやデジタルカメラを使

ってデータを作成しています。これは、印刷代や写真代の削減にもつながり、効率

の良い方法だと思われますが、版下作成を印刷業者に依頼する方法もあるので、パ

ソコンが苦手な方でも心配はいりません。 

④ 発行・発送 

出来上がった新聞は PTA 会員や豊中市内の小中学校、教育機関、関連団体などに発

送します。 

 

★今後ますます活動の可能性が広がることが期待されています。 

ぜひ、ご参加ください。 

 

〔経験者の声〕 

様々な学校行事の取材を通じ、子どもたちの様子や学校のことをよく知ることができました。 

 

雑談を交え、企画、レイアウト等の編集を進めていくうちに、新聞らしくなり、印刷が出来

上がったときには、満足感で一杯になりました。 
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施設厚生委員会 

 

 

 

 学校環境の整備および、児童の厚生に関する事項を企画し実施する委員会です 

 

 

《活動例》 リサイクル活動 校内美化  

子どもが学び、遊び、成長する場である校内環境を整備し、学校生活の充実に資するため

に様々な活動を行うのが施設厚生委員会です。また環境意識の高まりを受けて、いち早く

アルミ缶やテトラパックの回収にも取り組んできました。 

 

【校内美化】  

学校周辺の清掃や運動場の側溝の清掃など、校内及び周辺環境美化に努めます。 

 

【リサイクル活動】 

身近にできるリサイクル活動として、アルミ缶やテトラパックの回収を広く会員に呼び

かけています。アルミ缶は定期的に整理して業者に売却し、その収益を子どもたちが使

う物品の購入などに充てています。また、テトラパックを回収し、ベルマーク運動に参

加しています。 

 

★平日午前中と土曜日午前中に分かれて月１～２回活動しています。 

★学校環境の整備に重点を置いた従来の活動から、時代の要請に応えたリサイクル活動

まで…。 

子どもたちの快適な学校生活を支えるために、私たちの暮らす地域の環境のために、

自分に何ができるか、一緒に考えてみませんか。皆さんの参加をお待ちしています。 

 

   

〔経験者の声〕 

土曜に活動できるので、仕事をしていても参加できました。 

 

アルミ缶回収では、美化委員の子どもたちや委員の皆さんと色々な話をしながら、楽しく活

動できました。 
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生活指導委員会  

 

 

     

 児童と青少年の校外における生活の健全をはかる事項を企画し実施する委員会です 

 

《活動例》あいさつ運動 巡視 地区懇談会 地区タイム参加 プール開放見守り 

  

「地域の子どもは地域の大人が守り育てよう」という青少年の健全育成の標語通り、生活指

導委員会は、ボランティアの保護者の皆様と一緒に、地区の子どもたちを中心にみなさくの

子どもたちを、そしてみなさくっこ以外の子どもたちをも温かく見守ることを目的としてい

ます。 

 

【あいさつ運動】  

子どもの登校時、校区内の交通量の多い個所に立ち、朝のあいさつの声かけをし、交通

安全に注意します。 

【巡視】  

放課後の校区内を見回り、子どもたちの様子を知り、危険個所をチェックします。 

【地区懇談会】  

地区の親睦、子育てや安全に関する情報交換、また次年度の生活指導委員を選出します。 

【地区タイム参加】 

地区ごとに児童が集まり、担当の先生が、交通安全や校外生活についてのお話をされま

す。委員は参加した後、通学路の安全を確認しながら、集団下校に付き添って帰ります。 

【プール開放見守り】 

夏休みプール開放日に、プール入口付近の見守り活動を行っています。 

 

★委員会活動を通して、子どもたちの様子を知り、子どもたちを育む環境について考え

てみませんか？ 各地区２名ずつ地区懇談会で選出されます。（地区については P９地区

一覧表参照） 
 

 

〔経験者の声〕 

 

あいさつ運動では、４月ははにかみながら小さな声でのあいさつだった子どもたちが、３月

にはすっかり顔見知りになり元気にあいさつしてくれるようになりました。ペアの方もフル

で仕事をされている方でしたが、朝のあいさつ運動が主な活動なので負担が少なく、出来る

範囲で活動されていましたし、誰にでも出来る事だと思います。皆さんに是非参加して頂き

たい委員会だと思いました。 
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学級委員会 

                                      

   

  

職員と保護者の連携や保護者相互の親睦をはかる事項を企画し実施する委員会です 

 

 

《活動例》学級名簿の作成 クリーンデイ 給食試食会 ベルマーク整理 親睦会 

 

先生と保護者のパイプ役として、相互の交流と親睦を図る活動を企画し、実施します。 

 

【学級名簿の作成】 

   個人情報保護マニュアルに基づき、学級名簿を作成・発行します。 

【クリーンデイ】 

１学期の終わりに各教室のカーテンを回収し、修繕します。また、親子清掃および保護

者参加のクリーンデイを企画して子どもの手の届かないところを掃除するなど、校内の

美化に努めます。 

【給食試食会】 

子どもたちの給食を試食し、給食の様子を参観する企画を実施します。同時に給食セン

ターの職員の方を講師に迎え、給食の栄養や安全面などについて講演していただきます。 

平成１５年度より学級委員会で企画しています。 

【ベルマーク整理】 

クラスごとに集まったベルマークを月に１回学年単位で回収し、整理します。集まった

ベルマークは年に一度集計し、子どもたちの活動に役立つ物品と交換します。 

 

★学校を身近に感じることができる学級委員。学校と保護者をつなぐ架け橋になってみ

ませんか？ 

 

 

〔経験者の声〕 

フルタイムで仕事をしているため、まわりの方に迷惑をかけるのでは…と不安でしたが、月

１回のベルマーク整理は、学年別で都合の良い日時を考慮でき、学校のこと、子どもたちの

ことなどを楽しく雑談したりして、忙しいながらも、充実した貴重な１年を過ごすことがで

きたと思います。 


